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◇職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例（秋田県条例第32号）
１　職員の退職手当に関する条例（昭和28年秋田県条例第80号）本則の規定により計算した退職手当の基本額に乗じる
調整率を次のとおり段階的に引き下げるとともに、全ての退職者に調整率を適用することとした。（同条例附則第25
項及び第26項並びに職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和48年秋田県条例第９号）附則第５項～
第７項関係）

２　職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例（平成15年秋田県条例第58号）及び職員の退職手当に関する
条例の一部を改正する条例（平成18年秋田県条例第６号）について所要の規定の整備を行うこととした。
３　施行期日等
　⑴　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県県税条例の一部を改正する条例（秋田県条例第33号）
１　不動産取得税
　⑴　独立行政法人森林総合研究所が行う一定の事業の施行に伴う仮換地等の指定に係る土地の取得についての特例措
　置を廃止することとした。（第63条関係）
　⑵　次に掲げる不動産の取得に係る税額の減額措置の適用期限を平成27年３月31日（現行平成25年３月31日）まで延
　長することとした。（附則第16条関係）
　　①　心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）に
　　規定する助成金等の支給を受けて取得する一定の事業の用に供する施設
　　②　高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）に規定するサービス付き高齢者向け住宅である
　　一定の新築の貸家住宅の用に供する土地
２　自動車取得税
　　制動装置に係る保安上又は環境保全上の一定の技術基準に適合する車両総重量が５トンを超える一定の乗用車又は
バスで初めて新規登録等を受けるものの取得に係る課税標準は、その取得が平成27年３月31日（車両総重量が12トン
を超えるものは、平成26年10月31日）までに行われたときに限り、取得価額から350万円を控除して得た額とするこ
ととした。（附則第18条の６関係）
３　狩猟税
　　鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成19年法律第134号）に規定する対
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象鳥獣捕獲員が受ける狩猟者の登録等に係る税率の特例措置の適用期限を平成28年３月31日（現行平成25年３月31
日）まで延長することとした。（附則第25条関係）
４　その他所要の規定の整理を行うこととした。
５　施行期日等
　⑴　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。ただし、同日の前日までに規則でこれと異なる施行期
　日を定めたときは、その定めによることとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇市町村への権限移譲の推進に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第34号）
１　権限移譲対象事務から障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第54条第１項の規定による育成医療に係る自立
支援医療費の支給認定等の事務を除くこととした。（第４条及び別表第１関係）
２　その他所要の規定の整理を行うこととした。
３　施行期日
　　この条例は、平成25年４月１日から施行することとした。

◇ ◇
◇ ◇



－３－

平成25年３月26日（火曜日）  　号外第1号秋　田　県　公　報　　　　　　　  2013年

条　　　　　　　　例
　 次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。　

　 一　 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 二　 秋 田 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 三　 市 町 村 へ の 権 限 移 譲 の 推 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 　 平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 六 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久
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